
令和2年１０月２日 

財    務    局 

 

東京都庁舎内コンビニエンスストア設置事業者の決定について 

 

東京都庁舎内コンビニエンスストア設置事業者募集要項に基づく審査の結果、以下の通り事業者が決

定いたしましたのでお知らせします。 

 

 

○出店場所及び面積 

東京都庁第二本庁舎１階（東京都新宿区西新宿二丁目９番）北側 

延床面積139,949.78㎡のうち197.68㎡ 

 

○貸付根拠及び期間 

地方自治法第238条の４第２項第4号（行政財産の貸付） 

期間5年間 

 

○事業者の審査 

 応募者から提出された企画書の内容（サービス・運営体制等）及び賃貸借料提案書の金額について、

募集要項に基づき審査を行いました。 

 

○選定結果 

 「東京都庁舎内コンビニエンスストア設置事業者選定結果」  

 

○スケジュール（参考） 

 応募書類受付   令和2年６月２６日（金）から７月３日（金）まで 

 選定委員会開催  令和2年９月２５日（金） 

貸付開始     令和３年１月８日（金） 

開店       令和３年３月３１日（水）まで 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

財務局建築保全部庁舎管理課  電話03-5388-276８ 

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/tochousha/201002_senteikekka.pdf

